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事業承継税制の特例は大盤振る舞い︕ 
事業承継税制とは 
平成 30 年度税制改正ポイント第２弾
です。 

事業承継税制について内容を大幅に拡
充した特例措置が設けられます。事業承
継税制とは、中小企業の社⻑などが亡く
なり代替わりが起こる際に、その中小企
業の株式の相続について多額の相続税
が課されると中小企業の円滑な事業承
継が出来なくなる、つまり、多額の相続
税により中小企業の破綻等が頻発する
ことを避けるために株式に対する相続税
を事業を継続している限り猶予し続ける
という制度ですが、使い勝手が悪く適用
するケースはほとんどありませんでした。主
な理由は、①最高でも 53％の税額猶
予②雇用確保要件（従業員 8 割維
持）③経営悪化等により事業をたたむ
場合の利⼦税等追加の猶予税額の納
税の 3 つが挙げられます。これが改正に
より大幅に使い勝手が良くなります。 

特例は期間限定 
具体的には、左記 3 つについて①
100％納税猶予②雇用確保要件
の廃止③会社をたたむ際には解散
時の株価で相続税などを再計算でき
る、という全て改善した大盤振る舞い
の特例制度が期間限定で設けられま
した。具体的には、平成35年 3月
までに承継計画を都道府県に提出し
た会社で、平成39年末までの生前
贈与や相続が対象となります。いずれ
にしても、この特例は一般の中小企業
の経営者や親族は必ず検討しなけれ
ばならない大きな改正です。実際に適
用を受けるかどうかは別として、とりあえ
ず 5年後までに計画の提出だけでも
しておきましょう。 

今月のコメント 
現在繁忙期の真っ最中です。ほぼ毎年こ
の時期は身体になんらかの異変をきたすの
ですが、今年はなぜか⼈生で初めて「もの
もらい」になりました。結構症状は酷い方だ
と思うのですが目に大きなできもののような
ものができてしまっております。忙しい中眼
科に朝一に並んで薬をもらいましたが慢性
化すると総合病院で切開しなければならな
いと言われました。以前もこの時期になぜ
か唇の裏が腫れて総合病院でレーザーで
焼く、ということをしました。病は気からという
ことでしょうかね。 
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